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出願人のミスの救済及び知的財産権獲得の機

会を拡大するための特許法・商標法・デザイン保

護法改正案が国会の本会議を通過した。 

①共通：拒絶決定不服審判の請求期間の延長（30

日→3ヶ月）、書類未提出・手数料未納等で消滅し

た権利の回復要件を緩和（責任を負えない事由→

正当な事由）等 

②特許：拒絶決定不服審判で拒絶決定が維持（棄

却審決）されても、登録可能な部分のみを区分し

て出願する分離出願制度の新設 等 

③商標・デザイン：審査官による職権再審査制度

の導入 等 

知的財産権の基盤が脆弱な個人、中小企業等の

ミスを積極的に救済し、権利獲得の機会を最大限

保障するための「特許法・商標法・デザイン保護

法の一部改正案」が、9月29日に国会の本会議を通

過し、10月に改正法律案が公布され、公布後6ヶ月

が経過した日から施行される。 

 >特許・商標・デザイン(共通)：まず、拒絶決定

不服審判の請求期間を現行の30日から3ヶ月に延

ばして審判に対する十分な準備期間を提供し、不

要な期間延長*が最小化される。 

*特許拒絶決定不服審判の期間延長の割合

(2020年):32.1%(643件/2,001件)、期間延長費

用:1回2万ウォン(5回以上24万ウォン(約23,500

円)) 

また、書類の提出、手数料の納付等の期間が経
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過して権利が消滅した場合、権利回復の要件を「責

任を負えない事由」から「正当な事由」に緩和した。

例えば、新型コロナで突然入院して手続きが行えな

かった場合等については、今後救済が可能となる。 

これに加えて、先出願に優先権主張があれば、先

出願に対する分割出願の際にも優先権を自動的に

認め、優先権主張の欠落*等のミスにより出願が拒

絶される事を防げるようになる。 

 >特許：これまでは、拒絶決定不服審判が行われ

ると、一部は登録可能でも特許全体が拒絶されて、

登録可能な請求項があっても特許を受けることが

できなかった。しかし、改正案では審判で拒絶決定

が維持（棄却審決）されても、新たに、登録可能な

請求項のみを区分して出願する分離出願制度を導

入し、出願人の権利獲得の機会を拡大した。 

 また、特許決定後も市場の状況に応じて発明が改

良された場合、改良発明を追加して国内優先権を主

張し出願できるようになった。 

>商標・デザイン：登録決定された商標・デザイン

登録出願が設定登録される前に審査官が明白な拒

絶理由を発見した場合、登録決定を取り消して職権

で再審査できるようにし、無効事由のある不実権利

の発生を事前に防ぎ、紛争を防止できるようにな

る。 

また、デザイン登録拒絶決定に対応して「再審査

請求時」に補正書を提出しなければならないが、こ

れを「再審査請求期間内」まで拡大した。 

特許庁長は、「コロナ禍にもかかわらず、昨年に

引き続き今年も知財権出願(特許・商標・デザイン)

の増加傾向(2019年：324,244件→2020年：342,003

件 5.5%↑→2021年：378,509件 11%↑)は続いてい

る」としながら、「知財権を通じて危機を乗り越え

るための努力が持続する状況の中で、今回の改正が

知財権基盤の脆弱な個人や中小企業にとって、大き

な手助けになるよう期待している」と語った。 

 

 

 

-民間の技術専門家が専門審理委員として審判に参

加 

特許審判院は、専門的な知識と経験を備えた民間

の技術専門家が特許審判に参加する専門審理委員

制度を10月21日(木)から施行している。 

このために、技術の変化が早かったり現場の知識

が必要な11の技術分野を選定して専門審理委員の

候補者を今年8月から募集し、現在まで約130人の候

補者が確保されている。 

該当する技術分野は、人工知能、自律走行、二次・

燃料電池、無線通信（5G/6G）、動画・オーディオ圧

縮、フィンテック、半導体（写真、エッチング、蒸

着技術）、ロボット制御、地盤の安定化、変速機、

バイオヘルスの合計11の分野であり、新たな分野や

さらなる募集の需要がある場合、審判部が要請すれ

ばいつでも候補を追加することができる。 

審判長が、審判中に専門審理委員の参加が必要で

あると判断した場合、関連技術分野の候補者のうち

一人以上を専門審理委員として指定することがで

き、どちらかの当事者の立場に偏らないように、指

定前に両当事者の意見を聞かなければならない。 

当事者は、必要ならば審判での意見書を通じて審

判長に専門審理委員の参加を提案できるが、参加の

可否については審判長が最終決定する。 

専門審理委員は、審判事件の技術内容に関する争

点を明確にするために、審判長の要請に応じて説明

または意見を提示することになる。 

制度が施行されると、民間の技術専門家が中立の

立場で提示した意見が審理に活用され、審判官が迅

速かつ正確な判断をする上で大きく寄与すること

が期待される。  
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ウェブサイトの画面、外壁や路面･人体等に表現さ

れるイメージ、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現

実（AR）映像等も、10月21日からデザインとして出願

し登録することができるようになった。従来は、画像

が表示された物品デザインのみ登録可能であった

が、今後は新技術を活用して空間等に表現されるデ

ザインとして、機器の操作又は機能の発揮が含まれ

る画像は、それ自体で保護されるようになった。 

特許庁は、関連法令の改正を通じて、情報通信用、

医療情報用、防犯用及びヘルスケア用の画像デザイ

ン等の物品から独立した様々な用途及び機能を有す

るデジタル画像デザインを保護する転機となること

を伝えた。 

これにより、登録された画像デザインと形態が同

一又は類似したデザインを、第三者が無断で使用し

たりオンラインで送信する行為等は、デザイン権の

侵害行為に該当し得る。 

また、国内の画像デザイン出願を基礎に、海外でも

迅速にデザイン権を確保することができ、企業の関

連産業の海外市場進出において積極的に活用するこ

とができる。 

併せて、ティーカップセット等、通常一組で使われ

る物品デザインについて、全体的な美感を保護する

ために運用する制度の「組物」において、一部特徴的

な部分だけを他人が模倣する行為を遮断するため

に、「組物に関する部分デザイン保護制度」も10月21

日から施行されている。例えば、「組物」の一部特徴

的な部分だけを他人が模倣する行為の例として、構

成物品（スプーン、フォーク、ナイフ等）のデザイン

的価値が相対的に高い各持ち手の部分の特異な同一

形状を模倣しつつ、その他の部分は他の形状で製作

して侵害を回避する、等があり、組物は全体として比

較判断するために非類似と認められ侵害不成立とな

る。 

特許庁の商標デザイン審査局長は、「最近、新技術

の先取り競争が激しくなりデザイン革新の重要性が

強調されている状況において、画像デザインの保護

及び組物の部分デザインの保護制度は、デザイン産

業の発展上、画期的な転換点になるものと期待す

る」と述べた。  

[先に出願されたが、後に公開された発明の出願

書に最初に添付された明細書又は図面に記載の発

明（拡大された先出願）と、本事件特許発明とが、

同一の発明であるか問題となった事件] 

1.旧特許法第29条第3項における発明の同一性を

判断する基準 

特許出願した発明が、それよりも先に出願された

他の発明の特許出願書に最初に添付された明細書

に記載された請求範囲や発明の説明又は図面の内

容と同一性が認められる場合には、先に出願された

発明が、後に公開された場合でも、特許を受けるこ

とができない（大法院2013.02.28.宣告2012HU726判

決等参照）。 

旧特許法（2006年3月3日、法律第7871号で改正さ

れる前のもの、以下同じ）第29条第3項における発明

の同一性は、発明の進歩性とは区別されるものであ

り、二つの発明の技術的構成が同一か否かによる

が、発明の効果も参酌して判断しなければならな

い。二つの発明の技術的構成に差があっても、その

差が課題解決のための具体的手段で周知慣用技術

の付加、削除、変更等に過ぎず、新たな効果が発生

しない程度の微細な差があるのみであれば、二つの

発明は、互いに実質的に同一であるといえる。しか

し、二つの発明の技術的構成の差が上記のような程

度から外れるならば、たとえその差が、その発明が

属する技術分野における通常の知識を有する者（以

下「通常の技術者」という）が容易に導き出すこと

のできる範囲であっても、二つの発明は同一である

 

大法院2021.09.16.宣告2017HU2369 

[登録無効(特許)] 

デジタル技術で実現される      

画像デザイン保護制度の初施行…        

ウェブサイト画面、VR、AR 
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といえない（大法院2011.04.28.宣告2010HU2179判決

等を参照）。 

2.事案の内容 

本事件は、「換気用給気装置」という名称の本事件

特許発明が、先出願発明である先行発明1の明細書又

は図面に記載された発明と同一の発明であり、特許

を受けることができない発明であるかが問題となっ

た事案である。 

本事件特許発明は、外部の給気部と連設された内

部の給気配管が建築物の床面に設置される暖房配管

の廃熱を熱交換で回収及び利用できるように、暖房

配管の下面に配置されていることを特徴とする。 

これに対して、先出願発明である先行発明1の明細

書には、空気配管が室内の床と壁体を介して埋設さ

れる内容、及び冬季に外部の冷たい空気がエアヒー

タを通じてまず予熱され、それに続いて暖房ホース

の暖房熱がコンクリートを介して空気配管に伝達さ

れるので、十分に加熱された空気が室内に供給され

るという内容が書かれており、その図面には空気配

管が暖房ホースのある室内の床に埋設されている構

成が示されている。 

大法院は、給気配管と暖房配管を共に建築物の床

に埋設する際、暖房配管の廃熱を活用するように給

気配管を暖房配管の下面に配置する構成が、本事件

特許発明の出願当時の技術常識であったり、周知慣

用技術に該当すると見るだけの資料がなく、本事件

特許発明は、給気配管を暖房配管の下面に配置する

ことにより、暖房配管の下部に放出されて、そのまま

では失われる熱を給気配管を通じて室内に供給され

る空気を暖めるために活用することができ、その分

熱損失を低減することができる新たな効果を有する

ので、本事件特許発明は、先行発明1と同一ではない

と判断し、これと異なる趣旨の原審を破棄した。 

 

 

 

 

 

 

 

イカゲーム人気、世界中で違法盗用商品が「雨後の

たけのこ」 

創作性のあるアイテム・イメージを盗用すれば著

作権侵害 

公式商品のように誤解を招けば不正競争防止法違

反の可能性 

韓流コンテンツの人気で著作権イシュー、今後さ

らに拡大 

「今ホットなネットフリックスのイカゲームでイ

·ジョンジェが着ていたジャージです」、「イカゲー

ムに出てたあのメンコセット」… 

ドラマ「イカゲーム」が世界中で人気となり、作品

中の衣装や小物を模倣する商品も溢れている。ドラ

マに出てくるタルゴナ（カルメ焼き）やメンコ等の

ゲームの道具も人気が高まっている。しかし、関連商

品が急増して著作権や商標権を侵害する不法商品も

増えている。イカゲームから派生した商品のうち、ど

んな場合が不法であり法的処罰を受けるのだろう

か。 

◆「雨後のたけのこ」溢れるイカゲーム商品…権利

侵害の懸念も 

オンライン販売データ分析プラットフォームであ

るアイテムスカウトによると、韓国の主なオンライ

ンマーケット商品のデータを分析した結果、「イカ

ゲーム」をキーワードに登録された商品数は、9月第

4週は2296件であったが、3週間後の10月第2週には4

万8113件となり1996%急増した。 

問題は、これらの製品のうち相当数がイカゲーム

を合法的に「パロディー」するにとどまらず、商標権

及び著作権を侵害しているという点である。ネット

フリックスの名前をつけて公式商品のように混同さ

「イカゲーム特需をつかめ」無許可の

模倣商品が横行… 処罰されるのか？ 
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せたり、イカゲームの商標やポスター、画面イメージ

等をそのまま使ってPRしている製品も数え切れない

ほどだ。あるオンラインオープンマーケットでは、韓

国のアパレルメーカーが、ネットフリックスのイカ

ゲームのロゴ及びポスター、映像のキャプチャイ

メージまで変えることなくそのまま使い、作品中の

服装を模倣した服を販売している。 

海外も同様である。米オンラインショッピング

モールのイーベイでは、衣類、仮面、フィギュア、タ

ルゴナセット等のイカゲーム関連の商品が1万1000

個以上検索される。このうちの相当数は、作品のロゴ

やイメージを無断盗用したり、ネットフリックスが

正式に発売した製品であるかのように巧妙にPRして

いる。アリババドットコムやタオバオ等、中国のプ

ラットホームでもイカゲームを不法盗用した製品が

人気を集めている。 

◆「権利所有者の許可なく商標·著作物を盗用した

場合、罰金·損害賠償」 

商標権や著作権、版権等イカゲームに関する全て

の権利は、ネットフリックスが独占している。現在ま

でネットフリックス側が出しているイカゲームの公

式商品は、米国市場で発売されたTシャツ等一部の商

品のみである。  

元韓国知的財産権弁護士協会長のクォン・テクス

弁護士は、「商標権者の許可なくイカゲームの商標及

びロゴをそのまま使用した場合、商標権侵害の可能

性があり、イカゲームのコンテンツのうち創作性の

あるアイテムやデザイン、イメージ等を無断で盗用

して利益を得た場合は、著作権侵害に当たる」と語っ

た。 

不正競争防止法違反の可能性もある。クォン弁護

士は、「イカゲームやネットフリックスのロゴ及びデ

ザインをそのまま使い、消費者にネットフリックス

の商品と誤認させるような周知性があれば、不正競

争防止法違反に該当し得る」とし、「他人の投資と努

力により作られた成果物で商業的利益を得るのは

『成果物冒用』で問題となり得る」と述べた。 

ただ、独創性があまり加味されていないアイテム

の場合、デザインを模倣したからといって、それ自体

で著作権侵害は成り立たないという意見もある。 

弁理士出身のある弁護士は、「例えば、緑のトレー

ニングウェアやタルゴナセットのようなものは、以

前から既に存在し汎用されていた製品」であるとし、

「該当デザインの独創性が認められ権利を登録して

模倣がデザイン保護法に抵触する場合でなければ、

単に人気に便乗して作って売ること自体は、法に抵

触しない場合もある」と述べた。 

さらに、「独創性が多く加味された(イカゲームに

登場する)監視官の赤い服装等は、権利が形態化され

たものでなくても、模倣すれば不正競争防止法違反

と認められる可能性もあるが、この場合もネットフ

リックスが該当分野の事業化を準備していたり、事

業化する意思があって、利益の侵害を受けた状態で

なければならない、といった条件がある」と述べた。  

著作権侵害あるいは商標権侵害の処罰レベルは、

殆どが罰金と損害賠償に止まる。同弁護士は、「民事

と刑事のうち刑事上の処罰レベルも懲役刑までとな

るケースは殆どない」とし、「普通は、罰金と相手が

受けた被害額に対する損害賠償をする程度の処罰が

下される」と説明した。 

 

 

 

デジタルトランスフォーメーションの波が、伝統

的な道路産業を変化させている。もはや道路は、単純

な移動空間から利用者の利便性を考慮した様々な道

路交通情報が提供されるサービス空間に変わりつつ

ある。 

特許庁によると、デジタル道路関連の特許出願件

数は、2010年の53件から2019年には219件と4倍以上

増加している。過去10年間（2010〜2019）に年平均

17％ずつの増加傾向を示している。これは、自律走行

商用化の傾向、消費者の利便性、道路の安全への関心

が高まり、企業らが関連市場を先行獲得しようとし

ているためと見られる。 

 

デジタル道路関連の特許出願大幅増加 
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出願人の類型別に分類すると、個人・中小企業904

件、大学128件、研究所97件、大企業52件の順で、中

小企業及び個人の出願割合が高かった。これは、小規

模資本の企業や個人が、デジタル技術の開発におい

て技術的に容易にアプローチすることができるため

と思われる。 

主な技術別に分類すると、道路基盤施設及び交通

管理システムを含むデジタル道路基盤施設（SOC）関

連技術が665件、道路の企画から設計、施工及び維持

管理に先端技術を適用したデジタル道路施工の関連

技術が369件である。 

特許庁は、「道路分野のデジタルトランスフォー

メーションは、韓国企業が世界市場へ進出する上で

大きく貢献するものと期待している」としながら、

「そのためには、我が国の強みであるデジタル基盤

技術をうまく活用すると共に、研究開発（R＆D）を強

化して、優れた知的財産を確保することが重要であ

る」と述べた。 

特許庁は、「ゼロエネルギー建築」に関する特許出

願が、2020年は560件となり2008年の259件に比べ

2.16倍増加したと発表した。これは、建築物の断熱性

能基準（2008年）が強化され、ゼロエネルギー建築物

認証制（2017年）の施行後、これに関する技術開発が

継続的に行われてきたためと分析される。 

技術類型別にみると、高効率断熱システム

（34.2％）、高性能建具システム（36.3％）等、熱を

逃がさないようにする「パッシブ技術」が70％程度占

めており、太陽光発電（23.5％）及び地熱（6.0％）

等の再生可能エネルギーを活用して、エネルギーを

生産する「アクティブ技術」が、その残りを占めてい

る。 

出願人を類型別にみると、中小企業（39.3％）、個

人（34.0％）、大企業（14.5％）、大学・研究機関（9.5％）

の順になっている。建具、断熱材等のゼロエネルギー

建築材料別に専門化された中小企業の技術開発、及

び特許出願が活発に行われている。 

一方、太陽光パネルを屋上等限られた場所に設置

する既存の「アクティブ技術」では、エネルギー消費

ゼロを達成するのは難しいため、最近これを解決す

るために、建材一体型太陽光発電システム（BIPV：

Building Integrated Photovolatic System）に関連

する技術開発が活発なことが分かった。これは、建物

の外面を構成する建具や外装材等に太陽光パネルを

一体化させる融・複合技術で、特許出願が最近5年間

で3倍に急増した（2015年15件→2020年45件）。 

特許庁は、「ゼロエネルギー建築は、グリーン

ニューディールの主要課題の一つとして、韓国は

2020年から公共建築物をはじめ、ゼロエネルギー建

築が段階的に義務化されている」としながら、「拡大

するゼロエネルギー建築市場を先取りすることがで

きるように関連技術の開発と共に、これを保護する

ことのできる知的財産権の確保が重要である」と述

べた。 

 

 

 

 韓国の研究陣が、互いに異なる大きさの気孔を同

時に持つ多孔性2次元無機質ナノコインを合成する

新技術を開発した。リチウム・硫黄二次電池分離膜に

コーティングして電池の性能を向上させるために活

用されるものと期待される。 

 韓国科学技術院（KAIST）によると、生命化学工学

科のイ・ジンウ教授チームが開発した合成技術は、多

孔性無機質素材をコインのように丸く平たい形状に

制御することができ、大きさ及び厚さ等の物性を精

密に制御できる新たな基盤技術である。これは、リチ

ウム・硫黄二次電池の分離膜に使用され、リチウム・

硫黄電池の性能低下の原因とされるリチウムポリサ

ルファイドの溶出を効果的に抑制して性能を向上さ

せるものと期待される。  

 

多孔質の2次元無機質合成新技術の開

発…「リチウム・硫黄電池の性能↑」 

カーボンニュートラル、ゼロエネル

ギー建築関連分野の特許出願が急増 
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従来の多孔性2次元無機質素材の合成方法は、基板

を利用したり別の鋳型を使用する方法で、素材の形

状を円板のように制御すると共に厚さを調整する必

要があった。また、多孔質構造を形成するためには追

加工程を導入しなければならない。 

研究チームは、ブロック共重合体と単一重合体の

高分子ブレンドの相挙動を利用して、既存の問題を

解決する新たな合成方法を提示した。これにより、多

孔性2次元無機質ナノコインを3㎚の厚さに合成する

ことに成功した。ナノコインは、コインのように丸み

を帯びた形状でありながら厚さが約3㎚の2次元ナノ

素材のことをいう。互いに混ざらない単一重合体と

ブロック共重合体の界面エネルギーが変わることに

よって、ナノ構造の配向と粒子の 形状が変わる原理

である。この合成方法は、別途の鋳型を必要としない

簡単なワンポット（one-pot）方法で、既存の複雑な

プロセスを劇的に減らすことで生産性を向上させ

た。 

これを利用し、研究チームは、多孔性2次元アルミ

ノシリケート･ナノコインを次世代電池であるリチ

ウム・硫黄二次電池の分離膜にコーティングし、リチ

ウム・硫黄電池の性能を向上させることに成功した。 

ナノコインの多孔質構造は、電解質とリチウムイ

オンは通過させながらも、リチウムポリサルファイ

ドはフィルターのようにろ過して物理的に防いでく

れる。また、アルミノシリケートは、固体酸で塩基性

質を有するリチウムポリサルファイドを吸着して溶

出を抑制する。 

イ教授は、「これにより、分離膜の厚さに対する容

量を向上させ、世界最高レベルの結果が得られた」と

し、「ブロック共重合体の分子量及び高分子に比べて

質量を調節して、簡単にナノ構造（幅および厚さ）を

調節することができ、他の素材への拡張も可能であ

るため、カスタマイズされたナノ素材としても活用

できるものと見られる」と説明した。 

今回の研究結果は、化学分野の国際学術誌「アメリ

カ化学会誌（Journal of the American Chemical 

Society、JACS）」の2021年9月1日付オンライン版に

掲載された。 

 
 韓国における知的財産問題でお悩みですか 

新しい選択、HA＆HAにお任せ下さい。 
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